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１ 計画の概要 

 

(1) 計画策定の背景・目的 

大館市（以下、「本市」という。）では、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に

基づき、本市の公共交通マスタープランである「大館市地域公共交通計画（平成３０年度

～令和９年度）」（以下、「地域公共交通計画」を平成３０年３月に大館市地域公共交通網形

成計画）として策定し、その後、上位計画である「おおだて未来づくりプラン」や関連計

画である「大館市都市計画マスタープラン」、「大館市立地適正化計画」と整合性を図りつ

つ、社会情勢の変更等に応じるため、令和７年３月に改訂し、公共交通体系の再編と運営

の持続可能性に取り組んでいます。その核心には、都市機能を集約し、公共交通によって

これらを結びつける「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方があります。 

大館市の公共交通網は、JR 奥羽本線と JR 花輪線を基幹とし、秋北バスによる路線バ

スや高速バス、そしてタクシーが、市内外や地域内の多様な移動ニーズを支えています。 

これらに加えて、市が運行するコミュニティバス、スクールバス、病院送迎バス、さら

には NPO 法人等による有償旅客運送サービスが、きめ細やかな移動手段を提供し、地域

住民の生活を支えています。 

 

移動手段の確保:  

高齢者、障害者、学生など、あらゆる市民が移動できるよう、コミュニティバスや

乗合タクシー、NPO による送迎サービスなど、多様な交通手段を提供し、バリアフ

リー化を推進することで、移動の不自由を解消します。 

地域社会全体の価値向上:  

公共交通をまちづくりの中核と位置づけ、観光振興、健康、福祉、環境など様々な

分野と連携させ、コンパクトシティの実現を促進します。これにより、地域の活性化

と持続可能な発展を目指します。 

安全・安心で質の高い運送サービスの提供: 

事故防止を最優先し、持続可能な事業運営と人材確保に努めます。利用者支援のた

めのバリアフリー化や情報提供を強化し、複数の交通機関間の乗り継ぎ利便性を高め

ることで、円滑で質の高い移動体験を提供します。 

新たな技術とサービスの活用:  

AI を活用したオンデマンド交通などの最新技術を積極的に導入し、利用者の利便

性を向上させます。また、データの共有と利活用を進め、地域ニーズに応じた付加価

値の高いサービスの提供も模索します。 

 

これらの包括的な取り組みを通じて、大館市は、住民、訪れた方々が安心して快適に移
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動できる環境を整備し、地域社会全体の持続的な発展と活性化を実現することを目指して

います。 

「大館市地域公共交通利便増進実施計画」（以下「本計画」という。）は、地域公共交通

計画において定めた施策を実現するにあたり、持続可能な公共サービスの提供を図るため

の具体的な取組みの内容を示した実施計画として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通計画将来都市構造図（大館市地域公共交通計画より）
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(2) 計画の位置づけ 

本計画は、上位計画や関連計画との整合性を図り、公共交通のマスタープランである「大

館市地域公共交通計画」に定められた利便増進事業の実施計画として位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 本計画の位置づけ 

 

(3) 計画の区域 

本計画に定める利便増進事業については、利用が低迷している大館地域（旧大館市）と

比内地域（旧比内町）を繋ぐ、地域間幹線系統である大谷線、中野線及び非補助路線の弥

助線において、運行の見直しを行い、市民の利便性の向上と地域内公共交通の効率的な運

行を目指します。 

重複する路線の整理や運行形態の見直しを行う事によりバス運行にかかるコストを削

減することで、人員の最適化が図られ、市内を運行する路線バス全体の減便や運休に対す

る課題に対応できるほか、人口減少や高齢化、観光需要の変化など将来的な市の状況を見

据えた持続可能な交通ネットワークの構築を可能にします。将来にわたって市に必要な移

動手段を確保できる基盤を築くことが、市内全域に事業の効果が波及すると考えられるこ

とから、本計画は市内全域を対象とします。 

 

 

上位計画 おおだて未来づくりプラン 

根拠法令 

交通政策基本法

地域公共交通の

活性化及び再生

に関する法律 

関連計画 

大館市都市計画マスタープラン 

大館市人口ビジョン 

大館市地域公共交通計画 

各種事業の実施 

大館市立地適正化計画 

大館市地域公共交通利便増進実施計画 

実施計画
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(4) 計画の期間 

「大館市地域公共交通計画」との整合性を図り、本計画の計画期間は令和 7（2025）

年１０月１日～令和１０（202８）年３月３１日とします。 

なお、計画期間中の状況に応じて適宜見直しを図っていきます。 

【計画期間】 

・大館市地域公共交通計画        平成３０年度 ～ 令和９年度 

・大館市地域公共交通利便増進実施計画  令和７年度  ～ 令和９年度 

 

(5) 利便増進計画の位置付け 

大館市地域公共交通計画において目標を達成するための各種施策内容を以下に記載し

ます。また、この施策内容と今回の利便増進事業がどのように紐づいているかの関連につ

いても以下に示します。 

 

表 地域公共交通計画と利便増進実施計画の関連 

 

地域公共交通計画

 【課題１】公共交通不便地域の増大やサービス低下への対応

(1)効率的かつ利便性を確保した公共交通網への再編

(2)公共交通に不便を感じる地域の解消

【課題２】ニーズに応じた公共交通の効率化・維持

(1)乗継ぎ環境の向上

(2)分かりやすい情報提供

 【課題３】交通弱者増加への対応、交通手段の確保

 【基本方針３】地域ぐるみで守り育てる持続可能な公共交通の構築

(1)市民、交通事業者との連携による利用促進活動の充実

(2)地域住民とともに公共交通を考える場づくり

施策2-3 情報提供ツールの作成、HP等での情報発信
（チラシやHPによる情報提供・情報提供媒体・設備等の改善）

施策3-1 多様な連携による公共交通の利用促進
（バスを利用していない市民や観光客を対象にした利用促進・免許
返納の取組み）

施策3-2 公共交通を市全体で支える体制の構築
（定期的な座談会の開催・地域主体による交通サービス導入の検
討）

【基本方針１】
利用実態・ニーズを踏まえた市民の日常生活を支える移動手段の確保

施策1-1 公共交通路線再編の実施
（運行の効率化などによる採算性の向上・地域ぐるみによるさらな
る利用促進）

施策1-2 多様な運行形態による交通手段の確保
（地域のニーズ・需要に見合った多様な運行形態による交通手段導
入検討）

【基本方針２】
まちづくりと連携し、交流を促進する公共交通ネットワークの形成

施策2-1 交通結節点における乗り継ぎ環境の向上
（乗継ぎや待合環境の向上）

施策2-2 小さな拠点など地域拠点の形成
（地域拠点整備や自動運転ｼｽﾃﾑ導入検討）

イ．①一般乗合旅客自動車運送

事業に係る路線等の再編

関連して実施する事業

利便増進事業

【実施事業】

大館地域・比内地域を

運行するバス路線の再編
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２ 利便増進事業の内容 

 

(1) 【実施事業】大館地域・比内地域を運行するバス路線の再編 

 

【事業概要】 

地域公共交通計画 施策 1-1 公共交通路線再編の実施 

利便増進事業の内容 イ．①一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の再編 

取り組み内容 ・経路が重複している区間の路線見直しを行い、系統の集約、運行

本数の最適化及びダイヤの調整を行います。 

・３系統を集約し、起終点を統一することで、利用者がバス路線と

時刻表を理解しやすくなります。 

・大館地域の起終点は従来の大館駅とし、比内地域の起終点を比

内総合支所とすることで、本市立地適正化計画において位置付け

ている中心拠点と中核拠点を結ぶ広域連携軸の強化を進めること

で、コンパクトシティ化の推進を図ります。 

・広域連携軸の強化を進めることで、交通アクセス向上と周遊性

強化による地域住民のみならず来訪者の移動手段の向上を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主体 大館市 

秋北バス株式会社 

実施予定期間 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

   

計画期間中持続的にサービスを提供します。 

参考事項 比内地域に残る系統はコミニティバスを大館市が事業主体となり

運行し、地域住民の移動手段を確保します。 

（令和７年１０月１日より実証運行） 
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【事業実施前後の運行経路（往路・大館駅）のイメージ】 

■事業実施前 

 

  ・中野、羽立は大館駅～比内総合支所間が完全重複しています。 

  ・大谷線も概ね他２系統と重複した区間を運行しています。 

  ・大谷、中野は土日祝に扇田病院を経由しないルート。羽立は扇田病院を 

土日祝も運行することから、利用者からは分かりづらい状況です。 

 

・現状の３系統は系統キロが長く、利用者から時刻変更の要望があっても対応しにくい状況です。 

・大谷は往復 68km 運行時間 160 分であり、休息時間を確保するための乗務員体制に課題があ 

ります。 

 

■事業実施後 

  

・地区を運行するコミュニティ交通と拠点間を結ぶ広域連携軸を分離し、 

交通ネットワークの向上を図ります。 

  ・起終点を統一した路線、時刻表を整理することで、バス利用方法を明瞭 

にします。 

  ・学生利用の促進を図ります。 

（鳳鳴高校通学時間へ便を追加）・鳳鳴高校前 

（定時制高校通学時間へ便を追加）・たつみ町 

大
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バスを実証運

行します 

（R7.10～）

▲土日祝
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事業実施前後の路線図（実施前）  
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業実施前後の路線図（実施後） 

 

 

 

 

東大館駅

コミニティバスを実証運行 
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【事業実施前後の運行ダイヤ（往路・大館駅）のイメージ】 

■事業実施前 

  

 

■事業実施後 

 

〇６０分に１本運行するペースでダイヤを設定。 

〇利用者数が見込める時刻は現状どおりとし、その他の時刻は６０分毎の運行とする 

事で、わかりやすいダイヤ設定に変更。 

・羽立（３）7:19は利用者が少ないことから減便。 

・大谷（２）14：59、羽立（３）15：14 は時刻間隔が狭いことから、１本に統合。 

 

 

 

 

 

6時台 49

7時台 19 24

8時台 4

9時台 4 59

10時台

11時台 34

12時台 4 59

13時台

14時台 4 59

15時台 14

16時台 4 49

17時台 14

500 10 20 30 40

羽立(3)（たつみ町経由）

大谷(2)（鳳鳴高校経由）

中野（たつみ町経由）

大谷(3)（東大館駅経由）

6時台 49

7時台 24

8時台 4

9時台 4

10時台 4

11時台 34

12時台 4

13時台 4

14時台 4

15時台 4

16時台 4 44

17時台 14

大館・比内(１)（たつみ町経由）

0 10 20 30 40 50

大館・比内(３)（東大館駅経由）

大館・比内(２)（鳳鳴高校経由）

最大１時間 35分の間隔



大館市地域公共交通利便増進実施計画 

２ 利便増進事業の内容 

11 

 

【事業実施前後の運行ダイヤ（復路・比内総合支所）のイメージ】 

■事業実施前 

  

 

■事業実施後 

  

    〇午前、午後で運行する時間を整理し、概ね６０分毎の運行とする事で、わかり 

やすいダイヤ設定に変更。 

    〇時刻表を整理し、学生利用などに合わせた時間帯を配置。 

・比内地域から鳳鳴高校へ向かう便として 7:18発に加えて 7:44 を追加。 

    ・定時制高校始業に合わせた運行がなかったことから、12:22発を追加。 

     

【事業実施前後の運賃について】 

 従来からの対距離制運賃を採用し変更のない運賃とします。 

  （大館駅 ⇔ 比内総合支所）      ５００円 鳳鳴高校経由 

                      ５００円 たつみ町経由 

6時台

7時台 3 16 18

8時台 38

9時台 8 16 38

10時台 3 16 48

11時台

12時台 8

13時台 36 48

14時台

15時台 8 28

16時台

17時台 23 38

500 10 20 30 40

羽立(3)（たつみ町経由）

大谷(2)（鳳鳴高校経由）

中野（たつみ町経由）

6時台

7時台 3 18 44

8時台 28

9時台 2

10時台 2 58

11時台

12時台 22

13時台 2 58

14時台 52

15時台 52

16時台 52

17時台 38

0 10 20 30 40 50

大館・比内(１)（たつみ町経由）

大館・比内(２)（鳳鳴高校経由）

7:18 
 

 7:42（鳳鳴高校） 

7:18 
 

 7:42（鳳鳴高校） 

7:44 
 

 8:08（鳳鳴高校） 

10:48 
 

 11:05（たつみ町） 

※定時制高校始業 13:05 

12:22 
 

 12:39（たつみ町） 

※定時制高校始業 13:05 

最大１時間 20分の間隔が２便

ある 
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表 路線別運行概要表 

 

 

 

 

 

旧 新

起点 大館駅前

主な経由地 たつみ町/市立病院前

終点 比内総合支所前

キロ程(往路/復路) 13.5km/13.5ｋｍ

運行回数 平日：8/9

平日(往/復)土日(往/復) 土日：7/7

起点 大館駅前

主な経由地 たつみ町/比内総合支所前

終点 上中野

キロ程 21.2km / 21.2km

平日：6/7

土日：5/3

起点 大館駅前

主な経由地 たつみ町/比内総合支所前

終点 弥助

キロ程 23.0km / 23.0km

平日：3/4

土日：2/2

起点 大館駅前

主な経由地 鳳鳴高校/市立病院前

終点 比内総合支所前

キロ程(往路/復路) 15.4km/15.0ｋｍ

運行回数 平日：4/5

平日(往/復)土日(往/復) 土日：0/1

起点 大館駅前

主な経由地 鳳鳴高校/比内総合支所前

終点 大谷

キロ程(往路/復路) 33.7km / 33.6km

平日：5/6

土日：1/3

起点 大館駅前

主な経由地 東大館駅/市立病院前

終点 比内総合支所前

キロ程(往路/復路) 13.5km/0

運行回数 平日：1/0

平日(往/復)土日(往/復) 土日：1/0

起点 大館駅前

主な経由地 東大館駅/比内総合支所前

終点 大谷

キロ程(往路/復路) 34.1km / 33.2km

平日：1/0

土日：1/0

運行事業者

事業の種類

運行形態

株式会社秋北バス

一般乗合旅客自動車運送事業（路線バス）

路線定期運行

対距離制運賃

大

館

・

比

内

大

谷

線

大

館

・

比

内

大

館

・

比

内

線

運行回数

運行回数

運賃

弥

助

線

中

野

線

大

谷

線

運行回数

運行回数

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)
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(２)  参考事項 

 大谷線、中野線及び弥助線の比内総合支所以降の各地区への経路については大館市がコ

ミニティバスを運行することで地域の足を確保します。また、交通空白地である八木橋地区

を新たに運行することで新たな地域の移動を確保します。利用者が再編前より負担を伴わ

ない運賃を設定することで利便性を確保します。 

 令和７年１０月１日より実証運行を実施し、利用状況調査、アンケート調査を実施し、利

用者ニーズに沿った再編を策定した後、令和８年１０月からの本格運行を計画しています。 

 

 

表 事業実施前後の比較表 

（実施前） 

 

（実施後） 
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３ 地方公共団体による支援の内容 

本事業に関連して、本市では以下の支援を実施します。 

 

（１）公共交通ネットワーク形成に必要な財政支援 

・地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に対する国及び県の支援を活用するととも

に、本市でも市内における基幹バス路線の運行経費への一部補助を行い、路線の維持・

発展を支援します。 

・運行事業者が自主運行する生活バス路線については、引き続き運行経費の一部補助を

行いながら、路線バスの最適化に合わせて見直しを検討します。 

・本市が主体的となり運行するコミニティバスは運行経費を本市が負担を行いながら、

運行を継続します。 

 

（２）利用促進に向けた広報支援 

・公共交通の利用促進に向けた市民意識の醸成を推進するため、チラシ、広報等を活用

し公共交通の必要性やメリット等の情報を積極的に発信します。 

・公共交通に関する出前講座や乗り方教室等を積極的に実施し、利用者の外出支援に努

めます。 

 

（３）運転免許自主返納者への支援事業 

・運転免許自主返納者した６５歳以上の方が、生活の足として公共交通機関の利用を検

討いただけるよう、一定期間公共交通機関を無料で利用できる制度に取り組み公共交通

の利用促進を図ります。 
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４ 本事業実施に必要な資金の調達方法 

本事業実施に必要な資金の額及び調達方法について、以下のとおり示します。 

 

 

表 本事業の実施に必要な資金の額及び調達方法 

             （単位：千円/年） 

イー① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の再編 

項目 総事業費 内訳 調達主体 補助金 

大館地域・比内地域を運行するバス

路線の再編 

49,738 23,502 大館市 生活バス路線維

持費補助金 

15,986 運行事業者 運賃収入 

5,125 県 バス路線運行対

策費補助金 

5,125 国 地域公共交通確

保維持事業 

実施年度  令和７年度～令和９年度 
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５ 事業の効果 

本計画における本事業を実施することによる事業効果や地域公共交通計画における位

置付けについて、以下のとおり示します。 

項目 定性的な効果 地域公共交通計画の目標指標への影響

大館地域・比

内地域を運行

するバス路線

の再編 

経路が重複している区間の路線見直しを行い、

運行本数の最適化及びダイヤの調整を行う事で

バス利用の分かりやすさ向上を図ることで、利

用促進に繋がる。 

・路線バス平均乗車密度の維持 

 

 

 

【利便増進実施計画における評価指標】 

大館市地域公共交通計画の目標及び評価指標に基づき、利便増進事業の評価指標を以下の

とおり設定します。 

定量的な効果 
現状値 

（2024 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

路線見直しを行い、運行本数の最適化及びダイヤの調整を行っ

たことによる公共交通利用者の増加を図ります。 

 

 

 

 

重複区間の運行を集約したことにより、運行の効率化を

図ることで、収支を改善します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平均乗車密度】 

大谷線 1.6 

中野線 1.7 

弥助線 2.１ 

 

【収支率】 

大谷線 18.1% 

中野線 24.1% 

弥助線 24.4% 

【平均乗車密度】

大館・比内線 

  2.3 

 

 

【収支率】 

大館・比内線

32.1% 

 

 

 



大館市地域公共交通利便増進実施計画 

６ 本事業に関連して実施される事業 

17 

 

６ 利便増進事業に関連して実施される事業 

大館市地域公共交通計画における利便増進事業に関連して、実施する事業を以下に示し

ます。 

表 本事業に関連して実施される事業 

地域公共交通計画 施策 2-3 情報提供ツールの作成、HP 等での情報発信 

目的 見やすく・わかりやすい運行経路・運賃表示等の情報発信による利

用促進を図ります。 

事業の内容 ・乗継を円滑にするよう公共交通マップや時刻表、運賃、乗降方法

などに関する情報を利用者に配布・周知し、外出機会の創出と元気

な地域づくりを支援します。 

・市ホームページや広報等を活用し、周知に努め、バス停や待合所

においては、見やすく・わかりやすい運行経路・運賃表示等の情報

発信による利用促進に努めます。 

・大館駅や商業店舗周辺の待合所に設置しているデジタルサイネ

ージにより運行状況の提供を行い、わりやすさ、使いやすいさの向

上を図ります。 

 

 

 

  

 

 

 

実施主体 大館市 

実施予定期間 令和７年度 令和８年度 令和９年度 
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７ 地域公共交通計画に関連する施策 

 大館市地域公共交通計画では、都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施

策、観光の振興に関する施策を以下に示しています。 

 

表 大館市地域公共交通計画に関連する施策 

地域公共交通計画上

の記載箇所 
連携内容 

１P 

７０P 

７１P 

８７P 

 

 

 

【立地の適正化に関する施策】 

 大館市では地方創生推進とまちの賑わいを持続可能なものとす

るため、「大館市都市計画マスタープラン」及び「大館市立地適正

化計画」を策定しています。 

 これらの計画は、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考

え方を進める取り組みですが、この「ネットワーク」に当たるのが

「公共交通」であり、まちづくりと連携した公共交通ネットワーク

の構築のため、目標及び施策体系を示す「交通マスタープラン」と

して、「大館市地域公共交通計画」を策定しています。 

 「大館市立地適正化計画」との整合を図り、交通結節点である大

館駅、市立総合病院がある中心拠点と比内総合支所や生活サービ

ス施設が集積している中核拠点とを結ぶ広域連携軸の強化を図る

ため、系統の集約、運行本数やダイヤの最適化を進めます。 

 

【観光の振興に関する施策】 

広域連携軸の強化を進めることで、地域連携 DMO「秋田犬ツー

リズム」など、観光振興に取り組んでいる組織・団体と、この利便

増進事業による系統の集約、運行本数、ダイヤの最適化や利便増進

事業に関連する事業として実施する情報提供ツールの作成、HP 等

での情報発信を実施することにより、観光客などの来訪者をター

ゲットとした外部からの需要取り込みにも繋げます。 
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